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○
経
済
産
業
省
告
示
四
十
九
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。平

成
十
九
年
三
月
五
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

一
の
表
の

の1
2
1
1

・3
0

の
項
か
ら1

2
1
1

・9
0

3

の
項
ま
で
、1

3
0
1

・9
0

の
項
か
ら1

3
0
2

・1
9

3
(
2
)

の
項
ま
で
及
び

第
１

－
－

－

2
5

・2
4

の
項
か
ら9

3

・0
7

の
項
ま
で
を
削
る
。

一
の
表
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２

第
２

モ
ン

ト
リ

オ
ル

議
定

書
附

属
書

に
定

め
る

規
制

物
質

ー

（

「

」

）

オ
ゾ

ン
層

を
破

壊
す

る
物

質
に

関
す

る
モ

ン
ト

リ
オ

ル
議

定
書

以
下

モ
ン

ト
リ

オ
ル

議
定

書
と

い
う

ー
ー

。

附
属

書
Ａ

の
グ

ル
プ

Ⅰ
に

属
す

る
物

質
二

の
表

の
第

２
に

基
づ

き
輸

入
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
者

が
輸

（

ー

入
す

る
も

の
当

該
物

質
以

外
の

物
質

の
製

造
工

程
に

お
い

て
原

料
と

し
て

使
用

さ
れ

る
も

の
及

び
試

験
研

究
又

は
分

析
、
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に
用

い
ら

れ
る

も
の

を
除

く
同

議
定

書
附

属
書

Ａ
の

グ
ル

プ
Ⅱ

に
属

す
る

物
質

二
の

表
の

第
２

に
基

づ
き

輸

）

（

。
、

ー

入
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
者

が
輸

入
す

る
も

の
及

び
当

該
物

質
以

外
の

物
質

の
製

造
工

程
に

お
い

て
原

料
と

し
て

使
用

さ
れ

る
も

の
を

除
く

同
議

定
書

附
属

書
Ｂ

に
掲

げ
る

物
質

二
の

表
の

第
２

に
基

づ
き

輸
入

の
承

認
を

）

（

。
、

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

者
が

輸
入

す
る

も
の

当
該

物
質

以
外

の
物

質
の

製
造

工
程

に
お

い
て

原
料

と
し

て
使

用
さ

れ
、

る
も

の
及

び
試

験
研

究
又

は
分

析
に

用
い

ら
れ

る
も

の
を

除
く

同
議

定
書

附
属

書
Ｃ

に
掲

げ
る

物
質

二
の

表
の

）

（

。
、

第
２

に
基

づ
き

輸
入

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

者
が

輸
入

す
る

も
の

及
び

当
該

物
質

以
外

の
物

質
の

製
造

工
程

に
お

い
て

原
料

と
し

て
使

用
さ

れ
る

も
の

を
除

く
及

び
同

議
定

書
附

属
書

Ｅ
に

掲
げ

る
物

質
二

の
表

の
第

２
に

基

）

（

。

づ
き

輸
入

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

者
が

輸
入

す
る

も
の

当
該

物
質

以
外

の
物

質
の

製
造

工
程

に
お

い
て

原
、

）

料
と

し
て

使
用

さ
れ

る
も

の
及

び
貨

物
の

輸
出

入
に

際
し

て
行

う
検

疫
に

用
い

ら
れ

る
も

の
を

除
く

。

二
の
表
以
外
の
部
分
中
「
経
済
産
業
大
臣
の
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
を
「
輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る

承
認
を
除
く
。
）
（
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

二
の
表
の

の

の
項
の

の
欄
中
「

」
を
「

」

第
１

三
の

９
の

に
掲

げ
る

国
を

除
く

国
又

は
地

域
貨

物
名

一
の

表
二

の
二

の
表

(1)
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に
改
め
る
。

二
の
表
の

中
「

」
及
び
「

」
を
削
る
。

第
２

廃
棄

物
等

特
定

物
質

及
び

、

第
２

１
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

の
種

の
国

際
取

引
に

関
す

る
条

約

二
の
表
の

の

中
「

」
を
「

以
下

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
と

い
う

及
び

植
物

又
は

植
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

（

「

」

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

。

一
部

及
び

派
生

物
卵

種
子

球
根

果
実

果
皮

を
含

む
は

く
製

又
は

加
工

品
を

い
う

以
下

同
じ

」
の
下
に
「
（

（

）

、
、

、
。

、
。

）
」
を
加
え
る
。

。

二
の
表
の

の

及
び

を
削
る
。

第
２

３
４

第
２

５
化

学
兵

器
禁

止
法

化
学

兵
器

の
禁

止
及

び
特

定
物

質
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
平

成
七

二
の
表
の

の

中
「

」
を
「

（

「

」

）
」
に
改
め
、
同
表
の

の

を

の

と
す
る
。

年
法

律
第

六
十

五
号

以
下

化
学

兵
器

禁
止

法
と

い
う

第
２

５
第

２
３

。
。

二
の
表
の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
２

二
の
二

令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に

係
る
承
認
に
限
る
。
）
（
以
下
「
二
の
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の
第
二
に

掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。
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第
１

関
税

率
等

の
番

号
等

品
目

備
考

コ
カ

葉
1
2
1
1

・3
0

け
し

が
ら

1
2
1
1

・4
0

－
大

麻
草

1
2
1
1

・9
0

3

1
3
0
1

・9
0

○

大
麻

の
樹

脂

生
あ

へ
ん

1
3
0
2

・1
1

－
－

大
麻

エ
キ

ス
大

麻
チ

ン
キ

及
び

粗
製

コ
カ

イ
ン

1
3
0
2

・1
9

3
(2)

、

2
5

・2
4

（

（

○

石
綿

労
働

安
全

衛
生

法
施

行
令

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

平
成

十
八

年
政

令
第

二
百

）

）

五
十

七
号

附
則

第
三

条
第

六
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く

。

2
6

・1
2

（

）

ウ
ラ

ン
鉱

及
び

ト
リ

ウ
ム

鉱
精

鉱
を

含
む

。

2
8
4
4

・1
0

○

天
然

ウ
ラ

ン
及

び
そ

の
化

合
物

並
び

に
天

然
ウ

ラ
ン

又
は

そ
の

化
合

物
を

含
有

す
る

合
金

フ
ェ

ロ
ウ

ラ
ン

を
除

く
デ

ィ
ス

パ
シ

ョ
ン

サ
メ

ッ
ト

を
含

む
陶

（

）

（

）

。
。

ー

、
ー

、
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磁
製

品
及

び
混

合
物

2
8
4
4

・2
0

2
3
5

○

ウ
ラ

ン
を

濃
縮

し
た

ウ
ラ

ン
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
並

び
に

こ
れ

ら
の

化
合

物
並

び
に

ウ
ラ

ン
を

濃
縮

し
た

ウ
ラ

ン
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
又

は
こ

れ
ら

の
化

合
物

を
含

有
す

る
2
3
5

、

（

）

（

）

合
金

フ
ェ

ロ
ウ

ラ
ン

を
除

く
デ

ィ
ス

パ
シ

ョ
ン

サ
メ

ッ
ト

を
含

む

。

。
、

ー
ー

陶
磁

製
品

及
び

混
合

物
、

2
8
4
4

・3
0

2
3
5

○

ウ
ラ

ン
を

減
少

さ
せ

た
ウ

ラ
ン

及
び

ト
リ

ウ
ム

並
び

に
こ

れ
ら

の
化

合
物

並
び

に
ウ

ラ
ン

を
減

少
さ

せ
た

ウ
ラ

ン
ト

リ
ウ

ム
又

は
こ

れ
ら

の
化

合
物

を
含

有
す

る
合

金
2
3
5

、

フ
ェ

ロ
ウ

ラ
ン

を
除

く
デ

ィ
ス

パ
シ

ョ
ン

サ
メ

ッ
ト

を
含

む
陶

（

）

（

）

。
、

ー
ー

。
、

磁
製

品
及

び
混

合
物

2
8
4
4

・4
0

（

○

核
分

裂
性

同
位

元
素

の
化

合
物

並
び

に
こ

れ
を

含
有

す
る

合
金

デ
ィ

ス
パ

シ
ョ

ン
、

ー

サ
メ

ッ
ト

を
含

む
陶

磁
製

品
及

び
混

合
物

）

ー
。

、

2
8
4
4

・5
0

（

）

使
用

済
み

の
原

子
炉

用
核

燃
料

要
素

カ
ト

リ
ッ

ジ
ー

2
9
0
3

・2
9

（

）

○

ヘ
キ

サ
ク

ロ
ロ

ブ
タ

－
１

３
－

ジ
エ

ン
試

験
研

究
用

の
も

の
を

除
く

，
。
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１
２

４
５

６
７

８
８

－
オ

ク
タ

ク
ロ

ロ
－

２
３

３
ａ

４
７

2
9
0
3

・5
2

，
，

，
，

，
，

，
，

，
，

，
，

７
ａ

－
ヘ

キ
サ

ヒ
ド

ロ
－

４
７

－
メ

タ
ノ

－
１

Ｈ
－

イ
ン

デ
ン

１
４

５
６

，
、

，
，

，
，

７
８

８
－

ヘ
プ

タ
ク

ロ
ロ

－
３

ａ
４

７
７

ａ
－

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

－
４

７
－

，
，

，
，

，
，

メ
タ

ノ
－

１
Ｈ

－
イ

ン
デ

ン
及

び
こ

れ
ら

の
類

縁
化

合
物

の
混

合
物

別
名

ク
ロ

ル
デ

ン

（

又
は

ヘ
プ

タ
ク

ロ
ル

三
の

７
の

に
お

い
て

ク
ロ

ル
デ

ン
類

と
い

う
並

び
に

(1)

「

」

）

。
。

１
２

３
４

－
ヘ

キ
サ

ク
ロ

ロ
－

１
４

４
ａ

５
８

８
ａ

－
ヘ

1
0

1
0

，
，

，
，

，
，

，
，

，
，

キ
サ

ヒ
ド

ロ
－

エ
キ

ソ
－

１
４

－
エ

ン
ド

－
５

８
－

ジ
メ

タ
ノ

ナ
フ

タ
レ

ン
別

名

（

，
，

ア
ル

ド
リ

ン
三

の
７

の
に

お
い

て
ア

ル
ド

リ
ン

と
い

う
試

験
研

究
用

の
(1)

「

」

）
（

。
。

）

も
の

を
除

く
。

2
9
0
3

・5
9

［

］

○

ポ
リ

ク
ロ

ロ
－

２
２

－
ジ

メ
チ

ル
－

３
－

メ
チ

リ
デ

ン
ビ

シ
ク

ロ
２

２
１

ヘ
，

．
．

プ
タ

ン
別

名
ト

キ
サ

フ
ェ

ン
三

の
７

の
に

お
い

て
ト

キ
サ

フ
ェ

ン
と

い
う

（

「

」

(1)
。

。

及
び

ド
デ

カ
ク

ロ
ロ

ペ
ン

タ
シ

ク
ロ

５
３

０
０

０
０

デ
カ

）

［

］

2
,
6

3
,
9

4
,
8

．
．

．
．

．

（

「

」

）
（

ン
別

名
マ

イ
レ

ッ
ク

ス
三

の
７

の
に

お
い

て
マ

イ
レ

ッ
ク

ス
と

い
う

(1)
。

。
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）

試
験

研
究

用
の

も
の

を
除

く
。

2
9
0
3

・6
2

（

○

ヘ
キ

サ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

及
び

１
１

１
－

ト
リ

ク
ロ

ロ
－

２
２

－
ビ

ス
４

－
ク

，
，

，

ロ
ロ

フ
ェ

ニ
ル

エ
タ

ン
別

名
Ｄ

Ｄ
Ｔ

三
の

７
の

に
お

い
て

Ｄ
Ｄ

Ｔ
と

い
う

）

（

「

」

(1)
。

）
（

）

試
験

研
究

用
の

も
の

を
除

く
。

。

2
9
0
3

・6
9

（

○

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
及

び
ポ

リ
塩

化
ナ

フ
タ

レ
ン

塩
素

数
が

三
以

上
の

も
の

に
限

る

）
（

）

以
下

同
じ

試
験

研
究

用
の

も
の

を
除

く
。

。
。

2
9
0
4

・2
0

○

４
－

ニ
ト

ロ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

及
び

そ
の

塩

2
9
0
6

・2
9

（

）

○

２
２

２
－

ト
リ

ク
ロ

ロ
－

１
１

－
ビ

ス
４

－
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ニ
ル

エ
タ

ノ
ル

，
，

，
ー

別
名

ジ
コ

ホ
ル

三
の

７
の

に
お

い
て

ジ
コ

ホ
ル

と
い

う
試

験
研

究
用

（

「

」

）
（

(1)
。

。

）

の
も

の
を

除
く

。

2
9
0
7

・1
9

―

―

―

（

○

２
・

４
・

６
ト

リ
タ

シ
ャ

リ
ブ

チ
ル

フ
ェ

ノ
ル

試
験

研
究

用
の

も
の

を
除

ー
ー

）

く
。

2
9
0
9

・1
9

（

）

○

ビ
ス

ク
ロ

ロ
メ

チ
ル

エ
テ

ル
ー



- 8 -

１
２

３
４

－
ヘ

キ
サ

ク
ロ

ロ
－

６
７

－
エ

ポ
キ

シ
－

１
４

４
ａ

2
9
1
0

・4
0

1
0

1
0

，
，

，
，

，
，

，
，

５
６

７
８

８
ａ

－
オ

ク
タ

ヒ
ド

ロ
－

エ
キ

ソ
－

１
４

－
エ

ン
ド

－
５

８
，

，
，

，
，

，
，

－
ジ

メ
タ

ノ
ナ

フ
タ

レ
ン

別
名

デ
ィ

ル
ド

リ
ン

三
の

７
の

に
お

い
て

デ
ィ

ル
ド

（

「

(1)
。

」

）
（

）

リ
ン

と
い

う
試

験
研

究
用

の
も

の
を

除
く

。
。

2
9
1
0

・9
0

1
0

1
0

○

１
２

３
４

－
ヘ

キ
サ

ク
ロ

ロ
－

６
７

－
エ

ポ
キ

シ
－

１
４

４
ａ

，
，

，
，

，
，

，
，

５
６

７
８

８
ａ

－
オ

ク
タ

ヒ
ド

ロ
－

エ
ン

ド
－

１
４

－
エ

ン
ド

－
５

８
，

，
，

，
，

，
，

－
ジ

メ
タ

ノ
ナ

フ
タ

レ
ン

別
名

エ
ン

ド
リ

ン
三

の
７

の
に

お
い

て
エ

ン
ド

リ
ン

（

「

(1)
。

」

）
（

）

と
い

う
試

験
研

究
用

の
も

の
を

除
く

。
。

2
9
1
4

・3
1

（

）

フ
ェ

ニ
ル

プ
ロ

パ
ン

－
２

－
オ

ン
別

名
フ

ェ
ニ

ル
ア

セ
ト

ン

2
9
1
8

・1
9

（

）

○

４
－

ヒ
ド

ロ
キ

シ
酪

酸
別

名
Ｇ

Ｈ
Ｂ

及
び

そ
の

塩
類

2
9
2
1

・4
5

○

ベ
タ

－
ナ

フ
チ

ル
ア

ミ
ン

及
び

そ
の

塩
ー

2
9
2
1

・4
6

○

フ
ェ

ニ
ル

ア
ミ

ノ
プ

ロ
パ

ン
及

び
そ

の
塩

類

2
9
2
1

・4
9

（

○

４
－

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

Ｎ
－

エ
チ

ル
－

１
－

フ
ェ

ニ
ル

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
ア

ミ
ン

、
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別
名

エ
チ

シ
ク

リ
ジ

ン
及

び
こ

れ
ら

の
塩

類

）

2
9
2
1

・5
1

―

―

―

―

―

―

○

Ｎ
・

Ｎ
′

ジ
ト

リ
ル

パ
ラ

フ
ェ

ニ
レ

ン
ジ

ア
ミ

ン
Ｎ

ト
リ

ル
Ｎ

′
キ

シ
、

リ
ル

パ
ラ

フ
ェ

ニ
レ

ン
ジ

ア
ミ

ン
及

び
Ｎ

・
Ｎ

′
ジ

キ
シ

リ
ル

パ
ラ

フ
ェ

ニ

―

―

―

―

―

（

）

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

試
験

研
究

用
の

も
の

を
除

く
。

2
9
2
1

・5
9

○

ベ
ン

ジ
ジ

ン
及

び
そ

の
塩

2
9
2
2

・1
9

（

○

３
－

ア
セ

ト
キ

シ
－

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
ヘ

プ
タ

ン
別

名

ア
セ

チ
ル

メ
タ

ド
ル

α
－

３
－

ア
セ

ト
キ

シ
－

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４

）

ー
、

－
ジ

フ
ェ

ニ
ル

ヘ
プ

タ
ン

別
名

ア
ル

フ
ァ

ア
セ

チ
ル

メ
タ

ド
ル

β
－

３
－

ア
セ

（

）

ー
、

ト
キ

シ
－

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
へ

プ
タ

ン
別

名
ベ

タ
ア

（

ー

セ
チ

ル
メ

タ
ド

ル
α

－
３

－
ア

セ
ト

キ
シ

－
６

－
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ

）

ー
、

フ
ェ

ニ
ル

へ
プ

タ
ン

別
名

ノ
ル

ア
シ

メ
タ

ド
ル

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

（

）

ー
、

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
－

３
－

ヘ
プ

タ
ノ

ル
別

名
ジ

メ
フ

ェ
プ

タ
ノ

ル
α

－
６

－
（

）

ー
ー

、

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
－

３
－

ヘ
プ

タ
ノ

ル
別

名
ア

ル
フ

ァ
メ

（

ー
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タ
ド

ル
β

－
６

－
ジ

メ
チ

ル
ア

ミ
ノ

－
４

・
４

－
ジ

フ
ェ

ニ
ル

－
３

－
ヘ

プ
タ

ノ

）

ー
、

ル
別

名
ベ

タ
メ

タ
ド

ル
４

－
ジ

メ
チ

ル
ア

ミ
ノ

－
３

－
メ

チ
ル

－
１

・
２

（

）

ー
ー

ー
、

－
ジ

フ
ェ

ニ
ル

－
２

－
プ

ロ
ピ

オ
ニ

ル
オ

キ
シ

ブ
タ

ン
別

名
プ

ロ
ポ

キ
シ

フ
ェ

ン

（

）

（

２
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
エ

チ
ル

－
１

－
エ

ト
キ

シ
－

１
・

１
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
ア

）

（

）

、

セ
テ

ト
別

名
ジ

メ
ノ

キ
サ

ド
ル

及
び

こ
れ

ら
の

塩
類

（

）

ー
ー

2
9
2
2

・2
9

（

○

４
－

エ
チ

ル
－

２
・

５
－

ジ
メ

ト
キ

シ
－

α
－

メ
チ

ル
フ

ェ
ネ

チ
ル

ア
ミ

ン
別

名
Ｄ

Ｏ

Ｅ
Ｔ

２
・

５
－

ジ
メ

ト
キ

シ
－

４
・

α
－

ジ
メ

チ
ル

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

別
名

Ｄ

）

（

、）

（

）

Ｏ
Ｍ

２
・

５
－

ジ
メ

ト
キ

シ
－

α
－

メ
チ

ル
フ

ェ
ネ

チ
ル

ア
ミ

ン
別

名
Ｄ

Ｍ
Ａ

、

３
・

４
・

５
－

ト
リ

メ
ト

キ
シ

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

別
名

メ
ス

カ
リ

ン
３

・
４

（

）

、
、

・
５

－
ト

リ
メ

ト
キ

シ
－

α
－

メ
チ

ル
フ

ェ
ネ

チ
ル

ア
ミ

ン
別

名
Ｔ

Ｍ
Ａ

４
－

ブ

（

）、

ロ
モ

－
２

・
５

－
ジ

メ
ト

キ
シ

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

４
－

ブ
ロ

モ
－

２
・

５
－

ジ
メ

ト
、

キ
シ

－
α

－
メ

チ
ル

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

別
名

プ
ロ

ラ
ン

フ
ェ

タ
ミ

ン
４

－
メ

ト
（

）、

キ
シ

－
α

－
メ

チ
ル

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

別
名

Ｐ
Ｍ

Ａ
２

・
４

・
５

－
ト

リ
メ

ト

（

）、
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キ
シ

－
α

－
メ

チ
ル

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

及
び

こ
れ

ら
の

塩
類

2
9
2
2

・3
1

（

○

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
－

３
－

ヘ
キ

サ
ノ

ン
別

名
ノ

ル
メ

サ

ド
ン

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
－

３
－

ヘ
プ

タ
ノ

ン
別

名

）

（

、

メ
サ

ド
ン

及
び

こ
れ

ら
の

塩
類

）

2
9
2
2

・3
9

（

○

６
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

５
－

メ
チ

ル
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
－

３
－

ヘ
キ

サ
ノ

ン

別
名

イ
ソ

メ
サ

ド
ン

２
－

メ
チ

ル
ア

ミ
ノ

－
１

－
フ

ェ
ニ

ル
プ

ロ
パ

ン
－

１
－

）

（

）

、

オ
ン

別
名

メ
ト

カ
チ

ノ
ン

２
－

２
－

ク
ロ

ロ
フ

ェ
ニ

ル
－

２
－

メ
チ

ル
ア

（

）

（

）

（

、

ミ
ノ

シ
ク

ロ
ヘ

キ
サ

ノ
ン

別
名

ケ
タ

ミ
ン

及
び

こ
れ

ら
の

塩
類

）

（

）

ト
ラ

ン
ス

－
２

－
ジ

メ
チ

ル
ア

ミ
ノ

－
１

－
フ

ェ
ニ

ル
－

３
－

シ
ク

ロ
ヘ

キ
セ

ン
－

１
－

2
9
2
2

・4
4

カ
ル

ボ
ン

酸
エ

チ
ル

エ
ス

テ
ル

別
名

チ
リ

ジ
ン

及
び

そ
の

塩
類

（

）

2
9
2
2

・4
9

［
（1

0

・1
1

［

］

○

７
－

－
ジ

ヒ
ド

ロ
－

５
Ｈ

－
ジ

ベ
ン

ゾ
ａ

・
ｄ

シ
ク

ロ
ヘ

プ
テ

ン
－

５

－
イ

ル
ア

ミ
ノ

ヘ
プ

タ
ン

酸
別

名
ア

ミ
ネ

プ
チ

ン
及

び
そ

の
塩

類

）

］

（

）

2
9
2
4

・2
9

（

（

）

）

（

○

Ｎ
－

２
－

メ
チ

ル
フ

ェ
ネ

チ
ル

ア
ミ

ノ
プ

ロ
ピ

ル
プ

ロ
ピ

オ
ン

ア
ニ

リ
ド

別
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名
ジ

ア
ン

プ
ロ

ミ
ド

及
び

そ
の

塩
類

）

2
9
2
6

・3
0

（

○

４
－

シ
ア

ノ
－

２
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
－

４
・

４
－

ジ
フ

ェ
ニ

ル
ブ

タ
ン

別
名

メ
サ

ド

ン
中

間
体

及
び

そ
の

塩
類

）

2
9
3
0

・9
0

（

）

○

α
－

メ
チ

ル
－

４
－

メ
チ

ル
チ

オ
フ

ェ
ネ

チ
ル

ア
ミ

ン
別

名
４

－
Ｍ

Ｔ
Ａ

２
・

５
、

－
ジ

メ
ト

キ
シ

－
４

－
プ

ロ
ピ

ル
チ

オ
フ

ェ
ネ

チ
ル

ア
ミ

ン
２

－
ジ

フ
ェ

ニ

（

）

［
（

、

ル
メ

チ
ル

ス
ル

フ
ィ

ニ
ル

ア
セ

タ
ミ

ド
別

名
モ

ダ
フ

ィ
ニ

ル
及

び
こ

れ
ら

の
塩

）

］

（

）

類

2
9

・3
1

（

）
＝

（

）

○

ビ
ス

ト
リ

ブ
チ

ル
ス

ズ
オ

キ
シ

ド
試

験
研

究
用

の
も

の
を

除
く

。

2
9
3
2

・9
5

○

６
ａ

・
７

・
８

・
９

－
テ

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
－

６
・

６
・

９
－

ト
リ

メ
チ

ル
－

３
－

ペ
ン

チ
ル

－
６

Ｈ
－

ジ
ベ

ン
ゾ

ｂ
・

ｄ
ピ

ラ
ン

－
１

－
オ

ル
別

名
デ

ル
タ

テ
ト

ラ
ヒ

ド

（

）

（

1
0

ー

ロ
カ

ン
ナ

ビ
ノ

ル
６

ａ
・

７
・

８
・

ａ
－

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

－
６

・
６

・
９

－
ト

）

1
0

ー
、

（

）

（

リ
メ

チ
ル

－
３

－
ペ

ン
チ

ル
－

６
Ｈ

－
ジ

ベ
ン

ゾ
ｂ

・
ｄ

ピ
ラ

ン
－

１
－

オ
ル

ー

別
名

デ
ル

タ
９

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

カ
ン

ナ
ビ

ノ
ル

分
解

反
応

以
外

の
化

学
反

応
大

）
（

（

ー
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麻
取

締
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

１
条

に
規

定
す

る
大

麻
草

以
下

こ
の

項
に

（

2
3

1
2
4

）

（

お
い

て
大

麻
草

と
い

う
及

び
そ

の
製

品
に

含
有

さ
れ

て
い

る
６

ａ
・

７
・

８
・

「

」

）

。

ａ
－

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

－
６

・
６

・
９

－
ト

リ
メ

チ
ル

－
３

－
ペ

ン
チ

ル
－

６
Ｈ

－
ジ

ベ
1
0

（

）

）

ン
ゾ

ｂ
・

ｄ
ピ

ラ
ン

－
１

－
オ

ル
を

精
製

す
る

た
め

に
必

要
な

も
の

を
除

く
ー

。

を
起

こ
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
得

ら
れ

る
も

の
に

限
る

６
ａ

・
７

・
・

ａ
－

テ

）

1
0

1
0

。
、

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
－

６
・

６
・

９
－

ト
リ

メ
チ

ル
－

３
－

ペ
ン

チ
ル

－
６

Ｈ
－

ジ
ベ

ン
ゾ

ｂ（

）

（

）
（

・
ｄ

ピ
ラ

ン
－

１
－

オ
ル

別
名

デ
ル

タ
８

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

カ
ン

ナ
ビ

ノ
ル

ー
ー

分
解

反
応

以
外

の
化

学
反

応
大

麻
草

及
び

そ
の

製
品

に
含

有
さ

れ
て

い
る

６
ａ

・
７

・

（

ａ
－

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

－
６

・
６

・
９

－
ト

リ
メ

チ
ル

－
３

－
ペ

ン
チ

ル
－

６
Ｈ

－
1
0

・1
0

ジ
ベ

ン
ゾ

ｂ
・

ｄ
ピ

ラ
ン

－
１

－
オ

ル
を

精
製

す
る

た
め

に
必

要
な

も
の

を
除

く

（

）

ー

を
起

こ
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
得

ら
れ

る
も

の
に

限
る

６
ａ

・
９

・
ａ

）

）

1
0

・1
0

。
。

、

－
テ

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
－

６
・

６
・

９
－

ト
リ

メ
チ

ル
－

３
－

ペ
ン

チ
ル

－
６

Ｈ
－

ジ
ベ

ン
ゾ

ｂ
・

ｄ
ピ

ラ
ン

－
１

－
オ

ル
別

名
デ

ル
タ

７
テ

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
カ

ン
ナ

ビ
ノ

ル

（

）

（

ー
ー
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７
・

８
・

９
・

－
テ

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
－

６
・

６
・

９
－

ト
リ

メ
チ

ル
－

３
－

ペ
ン

チ

）

1
0

、

ル
－

６
Ｈ

－
ジ

ベ
ン

ゾ
ｂ

・
ｄ

ピ
ラ

ン
－

１
－

オ
ル

別
名

デ
ル

タ
６

ａ
ａ

（

）

（

（1
0

ー

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

カ
ン

ナ
ビ

ノ
ル

８
・

９
・

ａ
－

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

－
６

・

）

）

1
0

・1
0

ー
、

６
・

９
－

ト
リ

メ
チ

ル
－

３
－

ペ
ン

チ
ル

－
６

Ｈ
－

ジ
ベ

ン
ゾ

ｂ
・

ｄ
ピ

ラ
ン

－
１

（

）

－
オ

ル
別

名
デ

ル
タ

６
ａ

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

カ
ン

ナ
ビ

ノ
ル

６
ａ

・
７

・
８

（

）

(7)
ー

ー
、

・
９

・
・

ａ
－

ヘ
キ

サ
ヒ

ド
ロ

－
６

・
６

－
ジ

メ
チ

ル
－

９
－

メ
チ

レ
ン

－
３

－
ペ

1
0

1
0

（

）

（

)
ン

チ
ル

－
６

Ｈ
－

ジ
ベ

ン
ゾ

ｂ
・

ｄ
ピ

ラ
ン

－
１

－
オ

ル
別

名
デ

ル
タ

９
(11)

ー

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

カ
ン

ナ
ビ

ノ
ル

及
び

こ
れ

ら
の

塩
類

）

）

ー

2
9
3
2

・9
9

（

）

○

Ｎ
－

エ
チ

ル
－

α
－

メ
チ

ル
－

３
・

４
－

メ
チ

レ
ン

ジ
オ

キ
シ

フ
ェ

ネ
チ

ル
ア

ミ
ン

別
名

Ｎ
－

エ
チ

ル
Ｍ

Ｄ
Ａ

３
－

１
・

２
－

ジ
メ

チ
ル

ヘ
プ

チ
ル

－
７

・
８

・

（

）

（

）

、

９
・

－
テ

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
－

６
・

６
・

９
－

ト
リ

メ
チ

ル
－

６
Ｈ

－
ジ

ベ
ン

ゾ
ｂ

・
ｄ

1
0

（

ピ
ラ

ン
－

１
－

オ
ル

別
名

Ｄ
Ｍ

Ｈ
Ｐ

Ｎ
・

α
－

ジ
メ

チ
ル

－
３

・
４

－
メ

）

（

）

（

ー
、

チ
レ

ン
ジ
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人
用

の
免

疫
血

清
治

験
用

の
も

の
及

び
抗

原
抗

体
反

応
の

研
究

用
試

薬
を

除
く

。

3
0
0
2

・2
0

（

）

○

人
用

の
ワ

ク
チ

ン
治

験
用

の
も

の
及

び
黄

熱
ワ

ク
チ

ン
を

除
く

。

3
0
0
2

・3
0

（

）

○

口
蹄

疫
ワ

ク
チ

ン
治

験
用

の
も

の
を

除
く

。

3
0

・0
3

1
2
1
1

3
0

2
9
1
8

1
9

2
9
2
1

4
9

2
9
2
2

1
9

2
9
3
0

9
0

2
9
3
2

9
5

○

・
・

・
・

か
ら

・
ま

で
及

び
・

か
、

、
、

ら

･

ま
で

の
項

に
掲

げ
る

物
４

－
ア

ミ
ノ

ジ
フ

ェ
ニ

ル
及

び
そ

の
塩

類
を

除
く

2
9
3
9

9
9

（

の
い

ず
れ

か
を

含
有

す
る

製
剤

た
だ

し
次

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
）

。
。

、
。

イ
コ

デ
イ

ン
ジ

ヒ
ド

ロ
コ

デ
イ

ン
又

は
こ

れ
ら

の
塩

類
の

含
有

量
が

全
重

量
の

１
、

％
以

下
の

製
剤

で
あ

っ
て

こ
の

項
の

イ
か

ら
ホ

ま
で

以
外

の
部

分
に

規
定

す
る

物
、

コ
デ

イ
ン

ジ
ヒ

ド
ロ

コ
デ

イ
ン

４
－

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

及
び

こ
れ

ら
の

塩

（

、
、

類
を

除
く

を
含

有
し

な
い

も
の

）

。

（

）

ロ
麻

薬
原

料
植

物
以

外
の

植
物

そ
の

一
部

分
を

含
む

。

ハ
１

－
フ

ェ
ニ

ル
－

２
－

メ
チ

ル
ア

ミ
ノ

プ
ロ

パ
ノ

ル
－

１
の

含
有

量
が

全
重

量
ー

の
％

以
下

の
物

1
0
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ニ
１

－
フ

ェ
ニ

ル
－

２
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
プ

ロ
パ

ノ
ル

－
１

の
含

有
量

が
全

重
ー

量
の

％
以

下
の

物
1
0

ホ
エ

リ
ト

ロ
－

２
－

ア
ミ

ノ
－

１
－

フ
ェ

ニ
ル

プ
ロ

パ
ン

－
１

－
オ

ル
の

含
有

量
ー

が
全

重
量

の
％

以
下

の
物

5
0

3
0

・0
4

1
2
1
1

3
0

2
9
1
8

・1
9

2
9
2
1

・4
9

2
9
2
2

・1
9

2
9
3
0

・9
0

2
9
3
2

・9
5

○

・
か

ら
ま

で
及

び
か

、
、

、

ら
ま

で
の

項
に

掲
げ

る
物

４
－

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

及
び

そ
の

塩
類

を
除

く
2
9
3
9
･
9
9

（

の
い

ず
れ

か
を

含
有

す
る

製
剤

た
だ

し
次

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く

）

。
。

、
。

イ
コ

デ
イ

ン
ジ

ヒ
ド

ロ
コ

デ
イ

ン
又

は
こ

れ
ら

の
塩

類
の

含
有

量
が

全
重

量
の

１
、

％
以

下
の

製
剤

で
あ

っ
て

こ
の

項
の

イ
か

ら
ホ

ま
で

以
外

の
部

分
に

規
定

す
る

物
、

コ
デ

イ
ン

ジ
ヒ

ド
ロ

コ
デ

イ
ン

４
－

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

及
び

こ
れ

ら
の

塩

（

、
、

類
を

除
く

を
含

有
し

な
い

も
の

）

。
（

）

ロ
麻

薬
原

料
植

物
以

外
の

植
物

そ
の

一
部

分
を

含
む

。

ハ
１

－
フ

ェ
ニ

ル
－

２
－

メ
チ

ル
ア

ミ
ノ

プ
ロ

パ
ノ

ル
－

１
の

含
有

量
が

全
重

量
ー
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の
％

以
下

の
物

1
0

ニ
１

－
フ

ェ
ニ

ル
－

２
－

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ノ
プ

ロ
パ

ノ
ル

－
１

の
含

有
量

が
全

重
ー

量
の

％
以

下
の

物
1
0

ホ
エ

リ
ト

ロ
－

２
－

ア
ミ

ノ
－

１
－

フ
ェ

ニ
ル

プ
ロ

パ
ン

－
１

－
オ

ル
の

含
有

量
ー

が
全

重
量

の
％

以
下

の
物

5
0

3
4
0
4

・9
0

（

）

○

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
及

び
ポ

リ
塩

化
ナ

フ
タ

レ
ン

試
験

研
究

用
の

も
の

を
除

く
。

3
5
0
6

・9
1

○

ベ
ン

ゼ
ン

を
含

有
す

る
ゴ

ム
の

り
で

そ
の

含
有

す
る

ベ
ン

ゼ
ン

の
容

量
が

当
該

ゴ
ム

の
、

り
の

溶
剤

希
釈

剤
を

含
む

の
５

％
を

超
え

る
も

の

（

）

。

火
薬

3
6

・0
1

爆
薬

3
6

・0
2

3
6

・0
3

（

）

○

導
火

線
導

爆
線

火
管

イ
グ

ナ
イ

タ
次

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
及

び
雷

管
、

、
、

ー
。

イ
火

薬
グ

ラ
ム

以
下

の
イ

グ
ナ

イ
タ

の
う

ち
黒

色
火

薬
を

使
用

し
電

気
に

0
.
1

ー
、

よ
り

点
火

す
る

構
造

の
も

の
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ロ
自

動
車

用
エ

ア
バ

ッ
グ

ガ
ス

発
生

器
に

組
み

込
ん

で
用

い
る

イ
グ

ナ
イ

タ
で

あ
ー

っ
て

次
の

か
ら

ま
で

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

も
の

(1)
(6)

、

（

）

0
.
2
6

(1)
火

薬
過

塩
素

酸
塩

を
主

と
す

る
火

薬
に

限
る

以
下

同
じ

の
量

が
。

。

グ
ラ

ム
以

下
の

も
の

又
は

火
薬

の
量

が
グ

ラ
ム

以
下

で
あ

り
か

つ
爆

薬
0
.
0
9

、
、

の
量

が
グ

ラ
ム

以
下

の
も

の
で

あ
る

こ
と

た
だ

し
点

火
部

イ
グ

ナ
0
.
0
2
5

（

。
、

イ
タ

の
部

分
品

で
あ

っ
て

点
火

薬
が

充
て

ん
さ

れ
て

い
る

も
の

を
い

う
以

ー
、

。

下
同

じ
を

２
つ

有
す

る
も

の
の

場
合

に
は

そ
れ

ぞ
れ

の
点

火
部

の
火

薬
の

）

。
、

量
が

グ
ラ

ム
以

下
で

あ
る

こ
と

0
.
2
6

。

電
気

に
よ

り
点

火
し

外
部

の
ガ

ス
発

生
剤

に
着

火
す

る
構

造
で

あ
る

こ
と

(2)
、

。

火
薬

及
び

爆
薬

を
再

度
充

て
ん

す
る

こ
と

が
で

き
ず

再
使

用
で

き
な

い
構

造
(3)

、

で
あ

る
こ

と
。

外
殻

は
防

錆
性

を
有

す
る

材
質

で
あ

る
こ

と
(4)

、
。

内
部

の
火

薬
及

び
爆

薬
が

容
易

に
取

り
出

せ
な

い
構

造
で

あ
る

こ
と

(5)
。
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(6)
(1)

(5)
点

火
部

を
２

つ
有

す
る

も
の

の
場

合
に

は
そ

れ
ぞ

れ
の

点
火

部
が

か
ら

、

ま
で

の
要

件
を

満
た

し
か

つ
一

方
の

点
火

部
の

点
火

が
他

方
の

点
火

部
の

点
、

、

火
を

引
き

起
こ

さ
な

い
構

造
で

あ
る

こ
と

。

ハ
自

動
車

用
シ

ト
ベ

ル
ト

引
っ

張
り

固
定

器
に

用
い

る
ガ

ス
発

生
器

Ｌ
字

型
ガ

（

ー

ス
発

生
器

を
含

む
自

動
車

用
乗

員
前

方
移

動
拘

束
装

置
に

用
い

る
ガ

ス
発

生

）

。
、

器
又

は
自

動
車

用
歩

行
者

衝
撃

緩
和

ボ
ン

ネ
ッ

ト
上

昇
装

置
に

用
い

る
ガ

ス
発

生
器

に
組

み
込

ん
で

用
い

る
イ

グ
ナ

イ
タ

で
あ

っ
て

次
の

か
ら

ま
で

に
掲

げ
る

(1)
(5)

ー
、

要
件

を
満

た
す

も
の

火
薬

の
量

が
グ

ラ
ム

以
下

の
も

の
又

は
火

薬
の

量
が

グ
ラ

ム
以

下
で

(1)
0
.
2
6

0
.
0
9

あ
り

か
つ

爆
薬

の
量

が
グ

ラ
ム

以
下

の
も

の
で

あ
る

こ
と

た
だ

し
0
.
0
2
5

、
、

。

自
動

車
用

乗
員

前
方

移
動

拘
束

装
置

に
用

い
る

ガ
ス

発
生

器
に

組
み

込
ん

で
用

、い
る

も
の

の
場

合
に

は
火

薬
の

量
が

グ
ラ

ム
以

下
の

も
の

で
あ

る
こ

と
0
.
2
5

、
。

電
気

に
よ

り
点

火
し

外
部

の
ガ

ス
発

生
剤

に
着

火
す

る
構

造
で

あ
る

こ
と

(2)
、

。
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火
薬

及
び

爆
薬

を
再

度
充

て
ん

す
る

こ
と

が
で

き
ず

再
使

用
で

き
な

い
構

造
(3)

、

で
あ

る
こ

と
。

外
殻

は
防

錆
性

を
有

す
る

材
質

で
あ

る
こ

と
(4)

、
。

内
部

の
火

薬
及

び
爆

薬
が

容
易

に
取

り
出

せ
な

い
構

造
で

あ
る

こ
と

(5)
。

3
6

・0
5

○

黄
り

ん
マ

ッ
チ

3
8

・2
2

（

）

（

）

○

４
－

ニ
ト

ロ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

そ
の

塩
を

含
む

ビ
ス

ク
ロ

ロ
メ

チ
ル

エ
テ

ル
。

、
ー

ベ
ン

ジ
ジ

ン
そ

の
塩

を
含

む
４

－
ア

ミ
ノ

ジ
フ

ェ
ニ

ル
そ

の
塩

を
含

む

（

）

（

、
。

、
。

又
は

ベ
タ

－
ナ

フ
チ

ル
ア

ミ
ン

そ
の

塩
を

含
む

を
そ

の
重

量
の

１
％

を
超

え

）

（

）

ー
。

て
含

有
す

る
製

剤
そ

の
他

の
も

の

3
8
2
4

・8
2

（

）

○

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
試

験
研

究
用

の
も

の
を

除
く

。

3
8
2
4

・9
0

（

）

（

）

○

４
－

ニ
ト

ロ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

そ
の

塩
を

含
む

ビ
ス

ク
ロ

ロ
メ

チ
ル

エ
テ

ル
。

、
ー

ベ
ン

ジ
ジ

ン
そ

の
塩

を
含

む
４

－
ア

ミ
ノ

ジ
フ

ェ
ニ

ル
そ

の
塩

を
含

む

（

）

（

、
。

、
。

又
は

ベ
タ

－
ナ

フ
チ

ル
ア

ミ
ン

そ
の

塩
を

含
む

を
そ

の
重

量
の

１
％

を
超

え

）

（

）

ー
。
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て
含

有
す

る
製

剤
そ

の
他

の
も

の
及

び
ポ

リ
塩

化
ナ

フ
タ

レ
ン

試
験

研
究

用
の

も
の

を

（

）

除
く

。

4
0
0
5

・2
0

○

ベ
ン

ゼ
ン

を
含

有
す

る
ゴ

ム
の

り
で

そ
の

含
有

す
る

ベ
ン

ゼ
ン

の
容

量
が

当
該

ゴ
ム

の
、

り
の

溶
剤

希
釈

剤
を

含
む

の
５

％
を

超
え

る
も

の

（

）

。

4
0
1
6

・9
9

○

ベ
ン

ゼ
ン

を
含

有
す

る
ゴ

ム
の

り
で

そ
の

含
有

す
る

ベ
ン

ゼ
ン

の
容

量
が

当
該

ゴ
ム

の
、

り
の

溶
剤

希
釈

剤
を

含
む

の
５

％
を

超
え

る
も

の

（

）

。

8
1
0
9

・9
0

（

○

ジ
ル

コ
ニ

ウ
ム

の
管

原
子

炉
本

体
を

構
成

す
る

た
め

に
設

計
又

は
製

造
さ

れ
た

も
の

で

あ
っ

て
ハ

フ
ニ

ウ
ム

の
重

量
が

ジ
ル

コ
ニ

ウ
ム

の
重

量
の

分
の

１
未

満
の

も
の

に
5
0
0

、

）

限
る

。

原
子

炉
8
4
0
1

・1
0

8
4
0
1

・3
0

（

）

核
燃

料
要

素
カ

ト
リ

ッ
ジ

式
で

未
使

用
の

も
の

に
限

る
ー

。

原
子

炉
の

部
分

品
8
4
0
1

・4
0

8
4

・1
1

（

）

○

軍
用

航
空

機
用

原
動

機
部

分
品

を
除

く
。
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8
4
1
2

・1
0

○

軍
用

航
空

機
用

原
動

機

8
4
1
2

・3
9

○

軍
用

航
空

機
用

原
動

機

8
4
1
2

・8
0

○

軍
用

航
空

機
用

原
動

機

戦
車

そ
の

他
の

装
甲

車
両

自
走

式
の

も
の

に
限

る
も

の
と

し
武

器
を

装
備

し
て

い
る

8
7

・1
0

（

、

か
い

な
い

か
を

問
わ

な
い

及
び

そ
の

部
分

品

）

。

8
8

・0
2

（

8
8
0
2

・6
0

）

○

軍
用

航
空

機
関

税
率

表
第

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。

8
9

・0
6

○

軍
艦

9
0
3
0

・1
0

（

）

○

電
離

放
射

線
の

測
定

用
又

は
検

出
用

の
機

器
核

燃
料

物
質

を
含

む
も

の
に

限
る

。

9
0
3
0

・9
0

（

）

○

電
離

放
射

線
の

測
定

用
又

は
検

出
用

の
機

器
核

燃
料

物
質

を
含

む
も

の
に

限
る

の
。

（

）

部
分

品
及

び
附

属
品

核
燃

料
物

質
を

含
む

も
の

に
限

る
。

軍
用

の
武

器
9
3

・0
1

け
ん

銃
9
3

・0
2

そ
の

他
の

火
器

及
び

こ
れ

に
類

す
る

器
具

で
発

射
火

薬
に

よ
り

作
動

す
る

も
の

9
3

・0
3



- 37 -

そ
の

他
の

武
器

9
3

・0
4

9
3

・0
5

9
3

・0
1

9
3

・0
4

（

○

関
税

率
表

第
項

か
ら

第
項

ま
で

の
物

品
の

部
分

品
及

び
附

属
品

関
税

率

表
第

号
で

あ
っ

て
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

ゴ
ム

製
革

製
コ

ン
ポ

ジ
シ

ョ
ン

9
3
0
5

・9
9

、
、

、
、

）

レ
ザ

製
又

は
紡

織
用

繊
維

製
の

も
の

を
除

く
ー

。

爆
弾

手
り

ゅ
う

弾
魚

雷
機

雷
ミ

サ
イ

ル
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
物

品
及

び
こ

9
3

・0
6

、
、

、
、

れ
ら

の
部

分
品

並
び

に
弾

薬
筒

そ
の

他
の

銃
砲

弾
及

び
発

射
体

並
び

に
こ

れ
ら

の
部

分
品

（

）

散
弾

及
び

カ
ト

リ
ッ

ジ
ワ

ッ
ド

を
含

む
ー

。

刀
剣

や
り

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

武
器

並
び

に
こ

れ
ら

の
部

分
品

及
び

さ
や

9
3

・0
7

、
、

第
２

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
動

植
物

及
び

そ
の

派
生

物
廃

棄
物

等
化

学
兵

器
禁

止
法

に
定

め
る

特
定

物
質

残
留

性
有

機
汚

、
、

、

染
物

質
に

関
す

る
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

条
約

に
定

め
る

規
制

物
質

並
び

に
石

綿
を

用
い

た
製

品

１
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

附
属

書
Ⅰ

に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物
ま

っ
こ

う
鯨

つ
ち

鯨
み

ん
く

鯨
い

わ
し

鯨
に

（
、

、
、

、

た
り

鯨
な

が
す

鯨
及

び
カ

ワ
ゴ

ン
ド

ウ
を

除
く

又
は

植
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物

）

、
。
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２
特

定
有

害
廃

棄
物

等
の

輸
出

入
等

の
規

制
に

関
す

る
法

律
平

成
四

年
法

律
第

百
八

号
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す

（

）

る
特

定
有

害
廃

棄
物

等
及

び
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
昭

和
四

十
五

年
法

律
第

百
三

十
七

号
第

二

（

）

条
第

一
項

に
規

定
す

る
廃

棄
物

同
条

第
四

項
第

二
号

に
掲

げ
る

船
舶

及
び

航
空

機
の

航
行

に
伴

い
生

ず
る

廃
棄

物
並

（

）

び
に

本
邦

に
入

国
す

る
者

が
携

帯
す

る
廃

棄
物

を
除

く
。

３
化

学
兵

器
禁

止
法

第
二

条
第

三
項

に
規

定
す

る
特

定
物

質

４
化

学
物

質
の

審
査

及
び

製
造

等
の

規
制

に
関

す
る

法
律

昭
和

四
十

八
年

法
律

第
百

十
七

号
第

十
三

条
第

一
項

に

（

）

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

製
品

で
第

一
種

特
定

化
学

物
質

が
使

用
さ

れ
て

い
る

も
の

残
留

性
有

機
汚

染
物

質
に

関
す

（

）

る
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

条
約

の
附

属
書

Ａ
又

は
附

属
書

Ｂ
に

掲
げ

る
化

学
物

質
が

使
用

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。

５
労

働
安

全
衛

生
法

施
行

令
昭

和
四

十
七

年
政

令
第

三
百

十
八

号
第

十
六

条
第

一
項

第
四

号
に

掲
げ

る
物

を
そ

の

（

）

重
量

の
〇

・
一

パ
セ

ン
ト

を
超

え
て

含
有

す
る

製
剤

そ
の

他
の

物
労

働
安

全
衛

生
法

施
行

令
の

一
部

を
改

正
す

る

（

ー

（

）

）

政
令

平
成

十
八

年
政

令
第

二
百

五
十

七
号

附
則

第
三

条
各

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。

三
の
２
中
「
及
び
二
の
表
の

」
を
「
、
二
の
表
の

及
び
二
の
二
の
表
の

」
に
改
め
る
。

第
１

第
１

第
１

三
の
３
中
「
非
自
由
化
品
目
」
の
下
に
「
及
び
二
の
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
」
を
、
「
一
の
表
の

」
の
下
に
「

第
１
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及
び
二
の
二
の
表
の

」
を
加
え
る
。

第
１

三
の
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

二
の
表
の

及
び

並
び
に
二
の
二
の
表
の

及
び

の
承
認
の
申
請
の
期
日
、
申
請
書
の
提
出
先
、
添
付

第
１

第
２

第
１

第
２

書
類
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三
の
７
の

中
「
及
び
植
物
」
を
「
又
は
植
物
」
に
、
「
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
の
も
の
」
を
「
二
号
承
認
を
受
け
る
べ

(6)

き
も
の
」
に
改
め
る
。

三
の
８
の

及
び

中
「
及
び
植
物
」
を
「
又
は
植
物
」
に
改
め
る
。

(2)

(3)

第
２

第
２

第
２

三
の
８
の

の
イ
中
「
一
の
表
の

、
二
の
表
の

に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
」
を
「
二
の
表
の

(4)

に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
、
二
の
二
の
表
の

に
基
づ
き
二
の
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
」
に
改
め
る

第
２

。
三
の
８
の

の
ロ
中
「
一
の
表
の

に
基
づ
き
輸
入
割
当
を
受
け
る
べ
き
貨
物
」
を
「
二
の
二
の
表
の

に
基
づ
き
二

第
２

第
２

(4)

の
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
」
に
改
め
る
。

三
の
９
の

中
「
附
属
書
Ⅱ
及
び
Ⅲ
」
を
「
附
属
書
Ⅱ
又
は
Ⅲ
」
に
、
「
及
び
植
物
」
を
「
又
は
植
物
」
に
改
め
、
「
の
申

(3)
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請
の
期
日
、
申
請
書
の
提
出
先
、
添
付
書
類
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
承
認
」
を
削
る
。


